
《函館方面公安委員会定例会議等概要》

令和５年12月13日（水 、次のとおり定例会議等を開催しました。）

１ 審議・報告内容
⑴ １月中の行事予定

令和６年１月中の行事予定について報告を受けました。

⑵ 令和６年函館方面本部年頭点検の実施
令和６年函館方面本部年頭点検の実施について報告を受けました。

⑶ 令和５年度第２四半期監察実施結果
令和５年度第２四半期監察実施結果について報告を受けました。

⑷ 函館方面特殊詐欺被害防止対策会議の開催
函館方面特殊詐欺被害防止対策会議の開催について報告を受けました。これに対して委員から、

「特殊詐欺は手口が巧妙化しているほか、最近では投資詐欺も増えてきているので、是非、阻止を
頑張っていただきたい 「ＡＴＭを利用して振り込むアナログ的なものよりインターネットを通。」
じて電子マネーを使われる方が未然防止は難しいと感じた。引き続き水際対策を頑張っていただき
たい 「金融機関では利用客に対する声掛けがかなり徹底されているようだが、コンビニエンス。」
ストアのように店員の入れ替わりが激しいところでは徹底が難しいようであることから、各店に対
し現在の手口等について周知を図って声掛けの徹底ができないだろうか 」旨の発言があり、これ。
に対して生活安全課長から「方面本部生活安全課と方面管内のコンビニエンスストアとの情報伝達
ネットワークを構築しており、適時、最新の手口等の資料を配付して情報提供を行っているほか、
各コンビニエンスストアに対し、同資料を活用した店員に対する周知徹底を依頼している 」警務。
課長から「併せて阻止事例があった際は、警察署長から感謝状の贈呈を行っているほか、報道を通
じて特殊詐欺被害阻止に向けた機運の醸成を図っている 」旨の回答がありました。。

⑸ 刑事関係主要事件発生・検挙状況
不同意性交等事件被疑者の検挙について報告を受けました。

⑹ 令和５年捜査用似顔絵講習会の開催結果
令和５年捜査用似顔絵講習会の開催結果について報告を受けました。

⑺ 令和５年冬の交通安全運動の実施結果
令和５年冬の交通安全運動の実施結果について報告を受けました。これに対して委員から「これ

から忘年会シーズンに入るが、飲酒運転がなかなか減らない現状から、飲酒運転による事故の防止
に努めてほしい 」旨の発言がありました。。

⑻ ＪＲ函館駅における不審者・不審物件対応合同訓練の実施
ＪＲ函館駅における不審者・不審物件対応合同訓練の実施について報告を受けました。

２ 決裁・報告事項
⑴ 運転免許の取消処分

上申に基づき運転免許の取消処分を決定しました。

⑵ ストーカー規制法に基づく禁止命令実施結果報告
令和５年11月中におけるストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号）に基づ

く警告及び禁止命令等の実施結果について報告を受けました。



⑶ 猟銃所持許可の取消処分
函館方面管内の猟銃所持者が、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第11条第１項第

２号に規定する所持許可の取消事由に該当することとなったことについて説明を受け、上申に基づ
き同猟銃所持者の所持許可の取消処分を決定しました。

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する北海道函館方面公安委員会の事務の
北海道警察函館方面本部長への委任等に関する規程の一部改正
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行細則（平成４年道公安委員会規則第９号）

の一部改正に伴い、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する北海道函館方面公
安委員会の事務の北海道警察函館方面本部長への委任等に関する規程（平成４年函館方面公安委員
会告示第19号）の一部を改正する必要があるとの説明を受け、改正することとしました。


